
１０月１日より、「じぶんの町を良くするしくみ」をテーマに、赤い羽根
共同募金運動が全国一斉に実施されます。皆さまからお寄せいただいた
募金は高齢者や障害のある方、児童・青少年の福祉育成に役立てられます。
皆さまのご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金
運動期間　平成25年10月1日～12月31日

No.140No.140

2013.9.172013.9.17

内 容内 容
●歳末たすけあい配分金申請のご案内
●介護保険事業について
●要約筆記入門講座・地域ボランティア養成講座・
　ガイドボランティア養成講座受講生募集
●アクティブシニア教室・長寿大学受講生募集
●おもちゃライブラリーボランティア募集
●土浦市障害児（者）育成会講演会のお知らせ
●高齢者クラブ活動のご案内

●趣味クラブ・生きがい教室のご案内
●夏の体験事業報告
●ボランティアのつどいの開催について
●支部活動について
●まごころコーナー
●復興支援ツアー参加者募集
●善意銀行助成金交付のご案内
●登録ヘルパー募集

この広報紙は、市民の皆さまから寄せられた社協会費と赤い羽根共同募金　の配分金により発行しております。

絵画協力：太田頼孝さん
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12月1日から12月31日まで、歳末たすけあい募金運動が実施されます。集められた募金は、市内の支
援を必要とする世帯や施設・福祉団体等への福祉事業に対し、自己申請方式により配分いたします。

１．支援を必要とする世帯への配分
　≪配分の対象となる世帯≫　次の（1）（2）（3）を満たしている世帯
（1）平成25年10月１日現在で、土浦市に６ヶ月以上居住していること。
（2）世帯全員の住民税が非課税であること。
（3）平成25年10月１日現在で、次の世帯条件のいずれかに該当する世帯

ア．満70歳以上のひとり暮らし世帯
　　（同一敷地内に親族や関係者がお住まいの場合は対象になりません。）
イ．満70歳以上の寝たきり（３ヶ月以上）の方がいる世帯
ウ．満70歳以上の認知症（３ヶ月以上）の方がいる世帯
エ．満70歳以上の高齢者のみの世帯
オ．満70歳以上の高齢者と虚弱者又は18歳到達後の最初の３月31日ま
での間にある者のみの世帯
カ．母子父子世帯で18歳到達後の最初の３月31日までの間にある者を
扶養している世帯
キ．交通遺児世帯で18歳到達後の最初の３月31日までの間にある者を
扶養している世帯

提出書類
①②③

ク．重度心身障害児（者）の方がいる世帯
１．身体障害者手帳１・２級　　　２．療育手帳○・A
３．精神保健福祉手帳１級

①歳末たすけあい配分金申請書
②住民票（世帯全員記載のもので、申請日より３ヶ月以内のもの）
③非課税証明書（中学生以下を除く世帯全員のもので、申請日より３ヶ月以内のもの）
④手帳の写し
※②と③は、土浦市役所市民課及び各支所・出張所で発行されます。

ケ．小学６年生がいる準要保護世帯→対象世帯へ通知

※生活保護世帯、施設入所者、長期入院中（６ヶ月以上）の場合は、対象になりません。

※原則として、１世帯あたり１件分の配分となります。

提出書類
①②③④

A

≪申請に必要な提出書類≫

≪申請期間≫
　平成25年10月１日（火）から平成25年10月31日（木）
≪申請書設置先及び申請書類提出先≫
　土浦市社会福祉協議会及び各社協支部（各地区公民館）

平成25年度歳末たすけあい配分金申請のご案内平成25年度歳末たすけあい配分金申請のご案内
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２．地域福祉を高める活動を行う施設・福祉団体等への配分
≪配分の対象となる条件≫
歳末たすけあい運動の期間中に福祉活動を実践し、歳末たすけあい配分金の必要性があると認められ
る福祉事業や福祉施設並びに福祉団体等で、地域住民が運動に対する意識と住民福祉の向上を図ること
を目的とする事業。

≪その他≫
　＊配分金の額は、平成25年度歳末たすけあい募金の額によって決定します。
　＊配分の決定は、決定通知書でお知らせいたします。尚、審査により、配分対象外となる場合が
あります。

　＊配分金は、平成25年12月下旬に、指定された金融機関の口座へ振込を予定しております。
　＊虚偽の申請や不正により配分を受けた場合は、配分金を返還していただくことになります。

≪配分額≫
　①福祉施設・・・事業費総額の３/４（75％）以内で、かつ、５万円を限度とする。
　②福祉団体・・・事業費総額の３/４（75％）以内で、かつ、10万円を限度とする。
≪申請期間≫
　平成25年10月１日（火）から平成25年10月31日（木）
≪申請書設置先及び申請書類提出先≫
　土浦市社会福祉協議会
≪その他≫
＊配分の決定は、決定通知書でお知らせいたします。
＊配分金は、平成２５年１２月下旬に、指定された金融機関の口座へ振込を予定しております。
＊配分金が総事業費の７５％を超えた場合は、超過部分の配分金を返還していただくことになります
のでご注意ください。また、事業未実施の場合も返還していただくことになります。
＊虚偽の申請や不正により配分を受けた場合は、配分金を返還していただくことになります。

【配分対象事業例】

給食サービスの推進
強化（おせち料理等の
配食、会食会の開催）

地域住民と施設入所者
とのクリスマス会、餅つ
き大会等交流行事の支援

高齢者ふれあい・
いきいきサロン、子育て
サロンなどの推進強化

市立小中学校の冬
休み中の児童・生徒
による配食サービス
など、福祉活動の体
験・参加

障害者福祉団体や
介護者の会など、当
事者団体等のクリス
マス会や交流行事へ
の支援

≪申請に必要な提出書類≫
　①「歳末たすけあい配分金申請書」
　②「申請事業に対する事業計画書」
　③「申請事業に対する予算書」

問合せ先：総務係まで　☎821－5995
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受講者募集受講者募集受講者募集

●と　き：１０月９日～１１月１３日までの毎週水曜日
　　　　　１４：００～１６：００（全６回）
●ところ：総合福祉会館 4階　講義講習室
●申込方法：ＦＡＸ（住所・氏名・生年月日・電話番号・市内に通勤・通学している方はその名称を記載）また

は、電話にてお申し込みください。
●申込締切：１０月1日（火）
●問合せ先：土浦市ボランティアセンター（☎８２７－１８９１）

社会福祉協議会　地域福祉係
（〒３００－００３６　土浦市大和町９－２　ウララ２ビル４階　☎：８２１－５９９５　ＦＡＸ：８２４－４１１８）

●受講料：無料（教材費は自己負担）
●定　員：２０名（先着順）
●対象者：市内に居住または通勤・通学している方

耳の不自由な方とコミュニケーションや会話をするために、言葉を文字に
あらわして伝える方法を学ぶ講座です。要

約
筆
記
入
門
講
座

●と　き：12月7日（土）
　　　　　午前の部 10:00 ～ 12:00　四中地区コミュニティセンター（地区公民館）
　　　　　午後の部 14:00 ～ 16:00　三中地区コミュニティセンター（地区公民館）
　　　　　12 月8日（日）
　　　　　午前の部 10:00 ～ 12:00　都和地区コミュニティセンター（地区公民館）

●定　員：各会場40人（先着順）
●受講料：100円（当日徴収）
●持参するもの：筆記用具
●申込方法：受講希望の公民館または社会福祉協議会

へ直接または電話でお申込みください。
●申込締切：11月22日（金）

●申込・問合せ先：
三中地区コミュニティセンター　　　８43－1233
四中地区コミュニティセンター　　　８２４－9330
都和地区コミュニティセンター　　　８32－1667
土浦市ボランティアセンター　　　　827－1891
社会福祉協議会　　　　　　　　　８２１－５９９５

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域ボラン
ティア養成講座を開催いたします。

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

●と　　き：（１日目）11月20日（水）10：００～ 15：００
　　　　　　（２日目）11月21日（木）　9：００～ 12：００
●と こ ろ：総合福祉会館　講義講習室、土浦市大和町９－２　ウララ２ビル
●募集定員：２０名（先着順）
　　　　　　（受講後、土浦市社協のガイドボランティア派遣事業に登録、活動していただける方）
●受 講 料：テキスト代等実費負担
●申込方法：１０月３１日（木）までに、電話でお申込みください。
●問合せ先：土浦市ボランティアセンター　  ☎：８２７－１８９１
　　　　　　社会福祉協議会　地域福祉係　☎：８２１－５９９５

視覚障害者の外出を支援するボランティアを養成しますガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

居宅介護支援事業所及びデイサービスセンターうらら
の事業所を廃止いたします

居宅介護支援事業所及びデイサービスセンターうらら
の事業所を廃止いたします

土浦市社会福祉協議会では、事業の見直しにより平成26年4月１日をもちまして、指定居宅介護支援
事業所「土浦市社会福祉協議会」及び指定通所介護（指定介護予防通所介護）事業所「デイサービス
センターうらら」を廃止することにいたしました。
長年にわたり、利用者の皆様にご愛顧いただき、また、ご支援ご協力いただきました関係機関各位に
厚くお礼申し上げます。
なお、指定訪問介護（指定介護予防訪問介護）事業所「訪問介護事業所うらら」につきましては、継
続して運営してまいります。
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秋の秋の
仕事や趣味にも意欲的で、チャレンジ精神旺盛なシニア世代の方
を対象に、いっそうの健康づくり・仲間づくりの場を提供します。「アクティブシニア教室」

知識や教養を身につけながら、自らの生きがいと健康づくりを図
り、長寿社会を担う地域社会のリーダーを育成します。「 長 寿 大 学 」

受講者募集！！受講者募集！！受講者募集！！受講者募集！！

●申込資格：市内に居住している50歳以上の方。

教 室 名 内　　容 日　　程
時　　間 定　員

もちもの
場　　所 受講料

ノルディック
ウォーキング
教室

講義と実践を通してノル
ディックウォーキングを
学びます。専用ストック
を使ったウォーキングで
効率よくエネルギーを燃
焼します。

11/14、28
12/12、26
1/9、23
（木）全６回

9：30～11：30 20人
（運動習慣がある方） 筆記用具、動

きやすい服
装、運動靴、
帽子、手袋、
雨具

総合福祉会館
（ウララ２ビル）

他

1,000円
※ストックレ
ンタルの場合

1回500円

はじめての
健康マージャン

教室

「賭けない」「吸わない」「飲
まない」健康マージャン
を初歩から学びます。

11/28、12/5、12、19
1/9、16、23、30
2/6、13
（木）全10回

13：30～16：00 20人（初心者）
筆記用具

総合福祉会館
（ウララ２ビル） 1,000円

はじめての
ゲートボール
教室

戦略無限！ 頭と身体を
使った団体競技。ゲート
ボールの初歩を学びます。

11/1、8、15、22、29
12/6
（金）全６回

10：00～12：00 20人 筆記用具、動
きやすい服
装、飲みもの、
雨具

土浦市民運動広場
（土浦市佐野子260） 500円

●申込資格：市内に居住している６０歳以上で、全日程出席可能な方。

講座科目 日　　程
時　　間 定　員

もちもの
場　　所 受講料

第１回 健康講話／真剣！ラジオ体操 11/27（水） 午前の部
10：30～12：00
午後の部
13：00～14：30
総合福祉会館他
※第4回の時
間は受講決定
後に通知しま
す。

50人
1,000円

筆記用具

※昼食は各自
で準備してく
ださい。

第２回 なるほど成年後見／ケータイ安全教室 12/4（水）

第３回 「終活」とは／高齢期の食生活 12/11（水）

第４回 施設見学
（県立医療大・ツムラ漢方記念館） 12/18（水）

第５回 文化財と歴史／愉しいシニアライフ 12/25（水）

●申込方法：往復ハガキ（１枚につき１人、１教室・大学）で、希望教室名または、「長寿大学」と明記し、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を記入の上、10月18日（金）（必着）までにお申し込みください。

●そ の 他：定員を超えた時は抽選となります。応募の結果は、はがきで通知します。
●申込・問合せ先：いきがい対策係（☎ ８２１－５９９５）

　土浦市おもちゃライブラリーで，子どもたちの素敵な笑顔やあたたかいおもちゃにふれあってみませんか？
障害のある子どもたちのためにおもちゃを製作したり，おもちゃの貸出しや子どもたちと遊んだりするボランティアを募
集しています。興味のある方は，ぜひ遊びにきてください。
☆活 動 日　　おもちゃ製作日　　　毎週火曜日　　　１０：００～１２：００
　　　　　　　おもちゃ貸出日　　　毎月第１火曜日　１３：００～１６：００・毎月第２日曜日　１３：００～１６：００
☆場　　所　　土浦市総合福祉会館５F　　おもちゃライブラリー室
☆問合せ先　　地域福祉係　　☎ ８２１－５９９５

おもちゃライブラリーボランティア募集おもちゃライブラリーボランティア募集



ふれあいネットワーク

6

土浦市障害児（者）育成会からのお知らせ土浦市障害児（者）育成会からのお知らせ土浦市障害児（者）育成会からのお知らせ
昨年度に引き続き、今年度も講演会を開催します。講師は佐野有美（さのあみ）さんです。
みなさん、お誘い合わせの上、ご参加ください。

高齢者クラブは、地域を基盤とした高齢者の自主組織です。「仲間づくり、健康づくり、生きがいづくり」を目的に、
スポーツや趣味などの健康をすすめる運動、支えあい、声かけあう友愛運動、地域見守りなどの奉仕活動を行って
います。

■入会方法　お住まいの地域の単位高齢者クラブに直接お申
込みください。

■問合せ先　高齢者クラブ連合会事務局　☎8 2 1 － 5 9 9 5
　　　　　　（社会福祉協議会　いきがい対策係）

●●高齢者クラブ会員対象事業●●
●高齢者芸能発表会・作品展示即売会●
と　き　９月 27日（金）９：45から
ところ　亀城プラザ
●高齢者スポーツ大会●
と　き　10月 17日（木）９：30から
ところ　霞ヶ浦文化体育会館
●高齢者カラオケ大会●
と　き　12月５日（木）９：30から
ところ　亀城プラザ

土浦市障害児（者）育成会
　障害児（者）を取り巻く社会環境が大きく変化し，さまざまな福祉課題の取組が求められているところか
ら，障害児（者）団体等の活動を支援するとともに，広く市民の皆さまの理解を深め，障害児（者）及びその
家族の福祉の推進を図ることを目的として，民生委員児童委員が自発的に支援活動を行う会として設立し
たものです。

生まれつき手足の欠損というハンディがあるからこそ語れる『あきらめない心』『感
謝の気持ち』『チャレンジ精神』など、さまざまな想いを講演やメディアを通じ精力的
に発信されています。
高校在学中、チアリーディング部に所属し、「車椅子のチアリーダー」として話題と
なりました。現在は、テレビ、新聞、雑誌などメディア取材、著作やCDをリリースす
るなど積極的に活動されています。

◆ 日　　時：平成 26年１月 26日（日）13：15～ 15：00
◆ 場　　所：土浦市民会館　大ホール

生きがい教室（ウララ２ビル　６・７階）
陶　　芸　　毎週水曜日　 ９：００～１４：３０
編みもの　　第１・３木曜日 ９：３０～１４：００
趣味クラブ（ウララ２ビル　７階など）
書　　道　　第２・４土曜日 　９：００～１２：００
囲　　碁　　第１・３水曜日 　９：００～１６：００
将　　棋　　第２・４金曜日 　９：００～１５：００
民　　謡　　第２火曜日 １０：００～１２：００
民　　舞　　第１火・第４木曜日 １０：００～１４：３０
詩　　吟　　第２・４水曜日 １０：００～１５：００
謡　　曲　　第２・４日曜日 １０：００～１６：００
ダンスクラブ　　毎週金曜日（亀城プラザ） １０：００～１２：００
ながみね趣味クラブ（ふれあいセンターながみね）
陶　　芸　　第２・４水曜日 １０：００～１５：００
茶　　道　　第４火曜日 ９：３０～１４：００
ゲートボール　　第２・４木曜日 ９：００～１２：００

趣味活動は多くの人とふれあうことができ、
豊かな人生を送るために大切なものです。
現在、趣味クラブ・生きがい教室は13クラ
ブ活動しており、市内にお住まいの60歳以上
の方ならどなたでも参加することができます。
また、日頃の練習や創作活動の成果を披露す
る場として、芸能発表会をはじめ、作品展示即
売会のほか囲碁・将棋などの大会を開催してい
ます。
興味のある方、一緒に活動してなかまをつく
りませんか？まずは見学に来てみてください。

講師紹介　佐野　有美 さん　（車いすのアーティスト）
さ　の あ　み

趣味クラブ・生きがい教室のご案内趣味クラブ・生きがい教室のご案内趣味クラブ・生きがい教室のご案内

■問合せ先：土浦市障害児（者）育成会事務局（社会福祉協議会　いきがい対策係）　　☎8 2 1 - 5 9 9 5

高齢者クラブ活動のご案内高齢者クラブ活動のご案内

■問合せ先　いきがい対策係
　　　　　　☎８２１－５９９５



つちうら社協だより

7

　一昨年から始まりました「ボランティアのつどい」を今年度も開催いた
します！
　今回もボランティアさん自慢のそばやカレー等の模擬店の出店や，市内ボ
ランティアさんの活動発表，その他，吹奏楽などの公演も予定しております。
　どなたでも参加できますので，ボランティアに興味のある方は，是非ご
来場ください！

期　日：11月16日（土）10：00から
場　所：新治トレーニングセンター
　　　　　（土浦市藤沢990番地）

「ボランティアのつどい」を開催します！「ボランティアのつどい」を開催します！「ボランティアのつどい」を開催します！

市内在住、在学の高校生・大学生・専門学校
生49名が夏休みを利用して12ヵ所の市内の福祉
施設で体験学習を行いました。
この３日間を通して、参加者それぞれが貴重
な体験をし、福祉に関する理解を深めました。

　10日間のカリキュラムを修了し、18名の地域
介護ヘルパーが誕生しました！

　野外炊飯やキャンプファイヤー！
みんなと“楽しく”２日間を過ごすことができ
ました！！

　盲導犬センターの見学・体験をとおして
楽しんで勉強することが出来ました！！

青少年ワークショップ（福祉体験学習）地域介護ヘルパー養成講座

福祉ふれあい体験福祉体験キャンプ

8月20日～22日6月1日～7月27日

8月3日8月7日～8日

夏の体験事業報告夏の体験事業報告夏の体験事業報告夏の体験事業報告

“つちまる”が
　　くるよ！！
“つちまる”が
　　くるよ！！
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☆ お も な 支 部 事 業 ☆
○宅配型食事サービス（70歳以上のひとり暮らしの方や高齢世帯等へお弁当を配達）
○会食型食事サービス（70歳以上の元気なひとり暮らしの方の食事会）
○ひとり暮らし高齢者交流会（70歳以上の元気なひとり暮らしの方の日帰り旅行）
○車いすの貸出し（貸出し期間は、原則１週間となります。無料です。）
○福祉体験講座（高齢者疑似体験、車椅子、手話、点字など）
○役員会、委員会等　　　　　　○ボランティア研修、委員研修等
○ふれあい・いきいきサロン　　○広報啓発活動
○各関係機関・団体との協働（民生委員児童委員協議会、市民委員会等）    
※ その他、各支部で独自の事業も行っています。詳しくは各社協支部へお問合せください。

月２回、ボランティアサークルのたまき会のみなさんが、一中地区公民館で、美味しい食事
を作り、ひとり暮らし高齢者等の方達のご自宅まで宅配をしています。
ボランティアに興味のある方はお問合せください。　

一中地区公民館内（担当：池田）
　〒300－0044　土浦市大手町13-9
　☎821－0104　ＦＡＸ821－0193

中 央 支 部

宅配（たまき会） 宅配（弁当）

真鍋支部は、小中学校が一つずつの特徴を生かして、宅配型食事サービス事業に学校の協力
をいただいています。活動に児童生徒が参加し、対象の高齢者等に大変好評です。これからも
次代を担う児童生徒の福祉の心を育み、世代間交流が図れるような事業を展開していきます。

二中地区公民館内（担当：飯塚）
　〒300－0026　土浦市木田余1675
　☎824－3588　ＦＡＸ824－3553

真 鍋 支 部

会食（食事風景） 宅配（中学生の配達）

交流会（茨城県自然博物館）

交流会（益子焼体験）

ちゅう　 おう

ま　　なべ

社会福祉協議会の
　　　　８つの支部をご紹介します！
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桜南支部では、地域の方々と密接な関係を築き、様々な小地域福祉活動を行っています。ボ
ランティア活動も盛んに行っていますので、興味のある方はお問合せください。

四中地区公民館内（担当：太田）
　〒300－0814　土浦市国分町11-5
　☎824－9330　ＦＡＸ824－9337

委員研修 ボランティア研修（さくら会）

上大津支部では、70歳以上のひとり暮らしの方を対象とした会食会を、湖畔荘で開催して
います。ボランティアグループかすみ会お手製のお弁当を食べた後、第五中学校生徒と唄や昔
あそび等をして楽しいひと時を過ごしています。

上大津公民館内（担当：田村）
　〒300－0025　土浦市手野町3252
　☎828－1008　ＦＡＸ828－1006

地域会食（第五中学校生徒との交流） 車イス貸出中♪

上大津公民館
イメージキャラクター
「カーミーとオーツ」

東支部では、各町内でボランティアのみなさんと高齢者のみなさんが集い・活動する「ふれ
あい・いきいきサロン」と、子どもたちが福祉について学ぶ体験講座を紹介します。
今回、掲載しました写真は、荒川沖東三丁目で活動している「いきいきサロンひまわり」と
三中地区チャレンジクラブで行った福祉体験講座の様子です。

三中地区公民館内（担当：中根）
　〒300－0843　土浦市中村南四丁目8-14
　☎843－1233　ＦＡＸ843－1294

桜 南 支 部

ふれあい・いきいきサロン 福祉体験講座

東　支　部

上 大 津 支 部

おう　  なん

かみ　 おお　  つ

あずま
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都和公民館内（担当：塚本）
　〒300－0061　土浦市並木五丁目4824-1
　☎832－1667　ＦＡＸ832－1659

宅配（よつわの会）交流会（つくばローズガーデン）

自分のこと・ご家族のこと・ご近所のこと等、何か困ったことや迷うことがありましたら、
お気軽にご相談ください。市内で一番古かった新治地区公民館ですが、10月からは新しい建
物に移動いたします。ぜひ一度ご来館ください！

新治地区公民館内（担当：漆原）
　〒300－4115　土浦市藤沢990
　☎862－2673　ＦＡＸ862－5516

福祉体験講座 交流会（国会議事堂） 完成間近!!新治地区公民館！

南部支部では、市民委員会と共催で、子ども達がボランティアに興味を持つきっかけ作りを
目的に、児童ボランティア学習企画「プロジェクト・ゼクス」を実施しています。また、地域
のひとり暮らし高齢者交流会も大変盛況で、多くの方に楽しんでいただいています。

70歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、年2回福祉バスを利用して市外へ外出する交流
会を実施しています。毎回多くの方に参加していただき、仲間づくりや、地域の方と交流を深
めながら、楽しく出かけています。

六中地区公民館内（担当：黒田）
　〒300－0836　土浦市烏山二丁目2346-1
　☎842－3585　ＦＡＸ842－3509

都 和 支 部

南 部 支 部

新 治 支 部

プロジェクトゼクス（防災館見学） 交流会（袋田の滝） 地域会食（幼稚園児とのふれあい）

なん　　ぶ

つ　　 わ

にい　  はり
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土浦市では誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、ふれあいネットワーク
事業を実施しています。
ふれあいネットワークとは、様々な生活上の困りごとから支援を必要とする方に対
して、地域住民の協力を得ながら、医療・保健・福祉の関係者が連携して、総合的に
支援するものです。
その相談窓口として、また関係者間の連絡調整役として、社協支部（各地区公民館内）
に「地域ケアコーディネーター」が配置されています。

○家族に介護が必要になった。

○ひとり暮らしの高齢者が食事作りや掃除に困っている。　　　　

○子育て支援サービスを利用したい。

○福祉に関する情報が知りたい。

○地域に心配な人がいる。　　　　　　　　など

火曜日から日曜日
午前８時30分から午後５時15分
月曜日は土浦市社会福祉協議会（ウララ2）でお話をうかがいます。
※詳しくは各地区公民館にお問合わせください。

　地域ケアコーディネーター（支部職員）にご相談ください

例えばこのような人は・・・

日々、生活を送っていると、さまざまな「困った！」を感じるこ
とがありませんか？その「困った！」の内容をうかがって、必要な
対応や支援が受けられるように関係機関との連絡調整をするのが、
地域ケアコーディネーターです。
土浦市では、社協支部（各地区公民館内）に配置されています。

相談時間

地域ケアコーディネーターとは

土浦市ふれあいネットワーク土浦市ふれあいネットワーク
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ふれあいネットワーク

ホームヘルパー2級以上の資
格を有し、かつ普通自動車免
許をお持ちの方で、マイカー
によるヘルパー活動のできる
方を募集します。

　訪問介護係　☎824－9444

期　　日：第１回　11月９日（土）
　　　　　第２回　11月23日（土）
場　　所：宮城県東松島市ほか
予定時間：午前６時出発～午後７時頃帰着
集合場所：土浦市役所新治庁舎
参 加 者：土浦市在住，在勤，在学の方
定　　員：40名（先着順）
　　　　　※最小催行人員20名に達しない場合は、
　　　　　　中止することがあります。
参 加 費：大人2,000円　/　学生1,000円
申込締切：第１回　10月18日（金）
　　　　　第２回　10月25日（金）
申込方法：電話で申込みのうえ，申込書をご提出く
　　　　　ださい。
問合せ先：地域福祉係　☎821－5995

平成25年5月23日～平成25年8月19日 ご協力ありがとうございました。

〈金　銭〉

善　意　銀　行 （敬称略）

・浅野　悦子
・土浦セレモニーホール
・社会福祉法人　欣水会
・霞ヶ浦駐屯地　曹友会
・一中地区民生委員児童委員協議会
・あさの歌謡会
・太田　惠一

47,700円
2,520円

200,000円
41,795円
2,214円

101,403円
30,000円

・コーヒーハウス　アモル　代表　滝　智一
・谷内　てい
・金澤　智子
・土浦日本大学高等学校桜華祭実行委員会
・Ａ・Ｙ
・塚田
・まりやま新町自治会

15,680円
38,600円
6,639円
34,704円
100,000円
1,000円
30,000円

〈物　品〉
・飯田　尚生
・茨城県県南生涯学習センター
・高木　光恵
・一中地区民生委員児童委員協議会
・浅野　孝平
・中村南三丁目　かけはし会

・土浦市母子寡婦福祉連絡協議会
　　会長　中村　まさ子
・三中地区民生委員児童委員協議会
・ホテルマロウド筑波
・都和公民館
・三中地区公民館 

　
・ぴいまんの会
・四中地区民生委員児童委員協議会
・都和中地区民生委員児童委員協議会
・渡辺　克之

善意銀行助成金交付のご案内

被災地で実際にボランティアをするだけでなく，現
地で買い物などをすることも一つの支援の方法です。
今回のツアーでは，現地の復興商店街等での買い物

を予定しています。体力に自信がなくてボランティア
はちょっと…という方も是非参加してみませんか？

　善意銀行では、地域福祉の増進を目的とする事業に対
して、助成金の交付を行います。
　助成金の交付を希望する場合には、下記のとおり申請
してください。
  （ご不明な点は、お問合せください）
【内　　容】
各福祉分野において、市内で実施される平成25年度内
事業
※すでに終了した事業も対象となります

【対象団体】
市内の福祉関係団体、ボランティアサークル、学校関
係など

【申込方法】
必要書類を10月31日までに、社会福祉協議会へ

【必要書類】
払出申込書、会員名簿、事業計画書、予算書、その他必
要とする書類
※払出申込書は、ホームページでダウンロードしていただく
か、お問合わせください。
　他の書類については任意の様式とします。

【助成金】
審査の結果、総事業費の２分の１（上限20万円）までを
助成いたします。

【申込・問合せ先】
地域福祉係　☎８２１－５９９５


